
発達・相談支援等モデル 事業 

実施 か所 : 1 0 か 所程度 

単価 : 1 モデル事業あ たり 1 0, 0 0 0 千円 

負担割合 : 国 1/2 、 都道府県 1/4 、 市町村 1/4 

図 1/2 、 指定都市 1/2 

事業を実施する 圏域の指定は 各都道府県等で 行 う ことになるので、 準備を進めて ぃ 

ただきた い 。 

(3) 自閉症・発達障害支援センター 運営事業 

自閉症・発達障害支援センタ 一については、 発達障害者支援法において「発達障害 

者 支援センター」として 位置付けられたところであ る。 

発達障害者支援法においては、 「発達障害」の 定義として、 「自閉症、 アスペルガー 

症候群その他の 広汎性発達障害、 学習障害、 注意欠陥多動性障害その 他これに類する 

脳機能の障害であ ってその症状が 通常低年齢において 発現するものとして 政令で定め 

るものをい う 。 」とされたところであ り、 従来、 対象としていた 範囲に加え、 学習 障 

害 (LDL 、 注意欠陥多動性障害 (ADHD) その他これに 類する脳機能の 障害につ 

いても、 支援の対象として い くことになる。 

したがって、 これまで自閉症・ 発達障害支援センターとして 取り組んできたところ 

についても、 学習障害 (LDL 、 注意欠陥多動性障害 (ADHD) その他これに 類 す 

る 脳機能の障害への 対応に係る体制等について 検討をお願いしたい。 

また、 発達障害者支援センタ 一については、 新 エンゼルプランに 代わる新たな ブ ラ 

ン ( 子ども，子育て 応援プラン ) の中で、 設置か所数を 1 9 年度までに 6 0 カ所とす 

る 目標を盛り込むなど、 全都道府県・ 指定都市に計画的に 整備していくこととしたと 

ころであ り、 1 7 年度予算 ( 案 ) においては、 1 6 か 所増の 3 6 か 所を計上したとこ 

ろであ る。 未設置の都道府県・ 指定都市においては 事業実施について 具体的に検討さ 

れたい。 

さらに、 (2) の発達障害者支援体制整備事業において、 より身近な圏域で 支援 体 

制の整備をモデル 的に行 う ことにしているところであ るが、 センターと当該圏域との 

役割を明確にし、 センターが都道府県 域 全体を範囲とする 中核的な専門機関としての 

機能を発揮できるよ う 努められたい。 
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4
 障害者の生活支援について 

(1) 障害者地域生活推進特別モデル 事業の見直しについて 

障害者地域生活推進特別モデル 事業は、 地域生活移行事業と 地域生活支援ステップ 

アップ事業の 2 つの事業内事業により 構成されているところであ るが、 平成 1 7 年度 

においては、 地域生活支援ステップアップ 事業を、 今回の制度改正に 資する形で見直 

しを行 う こととしている。 

具体的には、 新制度への移行を 念頭において、 相談支援事業の 機能強化の観点から、 

以下の 2 類型のいずれかに 該当する市町村について 優先採択することとしている。 

  

地域生活支援ステップアップ 事業の見直し 案の概要 

(1 か 所あ たり事業費 6, 0 0 0 千円 ) 

エ型 相談支援事業所が 存在していないところの 立ち上げ支援、 ないしは発展段階 

の低いところ (1 又は 2) が、 従来のステップアップの 枠組みで実施する 場 

ム ロ。 

巨型 新制度下で相談支援事業者に 期待される以下のいずれかの 事業を行 う ととも 

に、 併せてサービス 調整会議の開催、 市町村の支給決定事務の 一部 ( 障害者 

の 心身の状態等のアセスメント 等 ) を 実施する場合。 

① 3 障害又は 2 障害共通の相談窓口を 設ける。 

② 年齢を問わない ワ ンストップの 窓口を実現するため、 地域包括支援センタ 

ーや在宅介護支援センター と 一体的な相談窓口を 設ける。 

③ 居住サポート 事業や権 利擁護関連事業を 実施する。 

上記の 2 類型については、 1 7 年度のみの採択とする。 都道府県・指定都市・ 中核 

市で各 1 か所 実施可能とするようにし、 実施市町村で 上記の事業内容を 評価すること 

とする。 

なお、 現行の地域生活移行事業は、 1 6 年度からの継続分のみ 採択とし、 1 7 年度 

新規での採択は 行わないこととする。 (1 か 所あ たり事業費 9, 0 0 0 千円 ) 
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(2) 障害者自立支援等総合推進事業等について 

平成 1 6 年度より障害者自立支援・ 社会参加総合推進事業の 中で、 障害者自立支援 

等総合推進事業及び 市町村障害者自立支援等推進事業が 実施され、 施設 外 授産の活用 

による就職促進事業、 訪問入浴サービス 事業、 更生訓練 費 ・施設入居者就職支度金輪 

行事業等がメニュ 一事業とされているところであ るが、 これらの事業に 係る 1 7 年度 

の 負担割合や補助方式については、 1 6 年度と変更はしない 予定であ るので、 あ らか 

じめ了知願いたい。 

(3) 知的障害者生活支援事業 ( 生活支援 ヮ 一力一 ) について 

地域で生活する 知的障害者の 相談に応じ助言等を 与えるなど、 地域生活に必要な 支 

援 を行 う 知的障害者生活支援事業 ( 生活支援ワーカ 一 ) については、 地域から施設へ 

という流れの 中で重要な事業であ り、 平成 1 7 年度予算 ( 案 ) においては、 対前年度 

同数の 1 6 6 か 所を確保したところであ る。 したがって、 本事業の平成 1 7 年度にお 

ける新規承認は 行わないのでご 了知願いたい。 

地域で生活する 知的障害者が 安全で夫 適 な生活を送ることができるよ う 、 すでに本 

事業を実施している 都道府県・指定都市・ 中核市においては、 一層の支援内容の 充実 

をお願いしたい。 

(4) 知的障害者に 対するサービス 利用の支援について 

① 成年後見制度利用支援事業 

平成 t 5 年 4 月から施行している 支援 費 制度は、 利用者が事業者を 選択し、 契約 

によって、 サービスを利用する 仕組みであ ることから、 本人の意思に 基づく利用 契 

約 に対する支援が 重要であ る。 

このため、 都道府県、 市町村においては、 本人の意思により 契約を締結できるよ 

う 、 1 1 年度から実施している 地域福祉権 利擁護事業 ( 社会，援護局所管 ) につい 

て一層の普及をお 願いするとともに、 判断能力が不十分な 知的障害者に 係る成年後 

見制度の活用について、 文章にはふりがなを 振り、 わかりやすい 表記をしたパンフ 

レットの配布や 少人数を対象とした 説明会の開催等、 知的障害者に 配慮した取り 組 

みと同時に関係機関、 障害者団体等に 対し周知を図られたい。 

なお、 国においては、 成年後見制度の 利用による支援の 充実を図るため、 「介護 
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予防・地域支え 合い事業」 ( 老健局所管 ) のメニュ一事業の 一つであ る「成年後見 

制度利用支援事業」の 対象に、 1 4 年度より「知的障害者」を 追加し、 知的障害者 

が市町村長の 申し立てにより 成年後見制度を 利用する場合 ( 知的障害者福祉法第 

2 T 条の 3) に、 その手続きや 後見活動に係る 費用等について 補助を行っていると 

ころであ る。 

本 事業の実施状況を 見ると、 平成 1 4 年 4 月 1 日現在で 3 4 2 市町村 (1 0 ． 6 

%L 、 平成 1 5 年 4 月 1 日現在で 5 5 1 市町村 (1 7. 1%L 、 平成 1 6 年 4 月 1 日 

現在で 6 1 6 市町村 (1 9. 7%) となっているが、 今後とも成年後見制度利用便 

進 のための広報・ 普及に努め、 制度の利用に 係る経費の助成について 周知を図られ 

た い 。 

② 療育手帳 により受けられるサービス 内容の周知 

療育手帳 により旅客鉄道株式会社等の 旅客運賃の割引等の 援助措置を受けられる 

こととされているが、 都道府県等においては、 少なくとも療育手帳 を交付する際に 

知的障害者向けのサービスについて、 都道府県等でそれぞれの 実情に応じて 行われ 

るサービス内容を 含めて記載した 小冊子を配布し、 文章にはふりがなを 振り、 わか 

りやすい表記をすること 等により、 多くの機会において、 サービス内容について 理 

解しやすい工夫を 行 う など、 特段の配慮をお 願いしたい。 
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5
 珪 育児の療育支援等について 

(1) 重症心身障害児 ( 者 ) 通園事業について 

重症心身障害児 ( 者 ) 通園事業については、 1 7 年度予算 ( 案 ) においては、 B 型 

ほ ついて 1 0 か 所増を図ったところであ る。 

この事業の実施施設は、 A 型が重症心身障害児施設、 肢体不自由児施設及び 肢体 不 

自由 児 通園施設、 B 型が障害児 ( 者 ) 施設等となっているが、 国庫補助の対象につい 

て、 重症心身障害児 ( 者 ) の受け入れ体制に 支障がない場合は、 実施施設について 弾 

力 的な取扱いをしているところであ るので、 積極的な取り 組みをお願いしたい。 

なお、 A 型であ るにも 拘 わらず、 長期間にわたって 利用者が少数に 留まっている 施 

設 にあ っては、 ニーズの再度の 把握を行い利用増に 努めるとともに、 利用が伸びない 

場合には、 B 型への転換を 含め検討するなど、 適正な事業実施に 努められたい。 

(2) 難聴幼児通園施設の 運営について 

聴覚障害は、 早期に発見され 適切な支援が 行われれば聴覚障害に よ る影響が最小 

限 に抑えられ、 コミュニケーションや 言語の発達が 促進され、 社会参加が容易になる。 

従って早期に 聴覚障害を発見し、 児童及びその 家族に対して 援助を行 う ことは重要で 

あ る。 

聴覚障害の早期発見については、 平成 1 2 年に「新生児聴覚検査事業実施要綱」 

( 平成 12 年 10 月 20 日 月 登第 843 号児童家庭局長通知 ) が示され、 事業の実施にあ 

たって、 難聴 児 に対する早期療育が 開始できるよう 努めることとされているところで 

あ る。 

また、 高度の聴覚障害に 適応する人工内耳については、 装着後に長期の 訓練が必要 

となることから、 身近な施設で 療育が受けられる 体制整備が求められているところで 

あ る。 

このように、 難聴 児 に対する適切な 療育の提供体制を 整えることは 重要となって い 

ることから、 次の事項に留意の 上、 その推進に努められたい。 

ア 難聴幼児通園施設が 設置されている 都県、 指定都市においては、 新生児聴覚検査 

により発見された 児童を含め、 地域内の難聴幼児の 把握に努め、 児童相談所等の 関 

係機関への周知と 十分な連携を 図ることにより、 利用促進に努めること。 
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イ 難聴幼児通園施設が 設置されていない 道府県、 指定都市においては、 同検査によ 

り発見された 児童を含めた 地域内のニーズに 応じ、 施設の設置に 努めるとともに、 

障害児通園 ( デイサービス ) 事業などの活用を 図ること。 

また、 聾学校幼稚部においても、 指導を行っているところであ るので、 関係部局 

と十分連携を 図られたい。 

ウ 難聴幼児通園施設は 難聴幼児が対象となっているところであ るが、 難聴児童の早 

期療育が重要となっていることから、 同検査により 発見された乳児についても 対象 

とする よう 、 管内の施設に 対して指導方お 願いする。 

(3) 障害児施設における 被虐待 兜 愛人加算費及び 重度重複障害児加算 費は ついて 

障害児施設への 入所に係る実施主体の 在り方や施設体系については、 障害者自立支 

援 法案の施行後 3 年を目途として、 大人と同様の 新たなサービス 体系への移行等につ 

いて検討を行い、 必要な措置を 講ずることとしているところであ るが、 障害児施設に 

おける喫緊の 課題であ る虐待を受けて 障害児施設に 入所する児童や 重度重複の障害を 

もった児童に 対する支援体制の 充実を図るため、 平成 1 7 年度予算 ( 案 ) において、 

入所施設における 暫定定員の設定基準を 引き上げ、 その財源を基に、 「被虐待 兜 愛人 

加算 費 」及び「重度重複障害児加算 費 」を創設することとしている。 

障害児施設における 被虐待兜愛人加算費及び 重度重複障害児加算 費は ついて ( 案 ) 

Ⅰ． 目的 

本 加算賀 は 、 虐待を受けて 障害児施設に 入所する児童又は 重度重複の障害をもっ 

た入所児童等に 対し、 よりきめ細かな 支援が行えるよ う 、 必要な職員の 配置等施設 

の ニーズに応じた 一層の支援体制の 充実を図り、 もって、 障害児の福祉の 増進を図 

ることを目的とする。 

  

2. 被虐待 兜 愛人加算 費 

い ) 対象児童 

本 加算費の対象となる 児童は次の①又は②に 該当するものであ ること。 

ただし、 本 加算費の適用は 工人の児童につき、 1 日限りとし、 他の施設に 

おいて、 すでに加算 ( 「被虐待兜愛人加算賀 は ついて」 ( 平成 1 6 年 5 月 1 7 
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日雇 児 登第 0517001 号厚生労働省雇用均等・ 児童家庭局長通知による 被虐待 

兜 愛人加算を含む。 ) の 対象となっていた 児童については、 原則として加算 

は行わない。 

① 知的障害児施設、 第一種自閉症 児 施設、 第二種自閉症 児 施設、 盲児 施 
三 ;/@ 
巨ス、 ろう ぬ児 施設、 肢体不自由児施設、 肢体不自由児 療護 施設及び重症 

心身障害児施設に 入所する児童であ って、 児童相談所において 施設入所 

の主な理由が 虐待であ る児童及び施設入所の 主な理由ではないが 虐待を 

受けていたことが 児童相談所の 児童 票 により明らかな 児童。 

② 施設入所当初は 本加算費の対象となっていない 児童であ って、 その後 

の入所期間中において、 過去に虐待を 受けていたと 児童相談所において 

認められた児童。 

( 注 ) ここでい う 被虐待兜とは、 児童虐待の防止等に 関する法律第 2 条にい う 「虐 

待」に該当する 児童を指し、 本 加算費の対象についても 1 8 歳に満たない 者 

を 対象とする。 

(2) 適用期間 

本 加算費の適用期間は 次の①又は②によるものであ ること。 

① 施設入所段階で 当加算費の対象となった 児童については、 入所後 1 年 

間を適用期間とする。 

② 施設入所後に 本加算費の対象と 認められた児童については、 児童相談 

所が認めた月から 1 年間を適用期間とする。 

なお、 奉加算費の対象となった 児童が、 適用期間中に 他の施設 ( 施設 

種別の変更を 含む。 ) への入所の変更を 行った場合には、 (1) のただし 

書きに関わらず、 入所の変更後の 施設において、 入所の変更前の 施設の 

残余期間について 適用できることとする。 

ただし、 虐待を受けた 児童については 特に安定的な 環境の下での 職員 

との信頼関係の 構築及び愛着の 形成が必要であ ることから、 児童相談所 

は 児童が 1 年を経ずに他の 施設へ入所の 変更となることのないよう 予め 

必要な配意を 行 う こと。 

3. 重度重複障害児加算 費 

対象児童等 

奉加算費の対象となる 児童等は、 「障害児施設措置 費 国庫負担金及び 知的 

障害者施設措置貴国庫負担金 は ついて」 ( 平成 9 年 1 0 月 1 7 日厚生省 障第 
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2 6 3 号厚生事務次官通知 ) の別紙「障害児施設措置 費 国庫負担金及び 知的 

障害者施設訓練等支援 費等 国庫負担 ( 補助 ) 金 交付要綱 ( 以下「交付要綱」 

という。 )  の別表 1 に定める重度知的障害児加算 費 、 重度自閉症 児 加算 費 、 

盲ろうあ 児重度加算 費 、 肢体不自由児廉譲重度加算 費 、 重度肢体不自由児加 

算費の対象児童等であ って、 視覚障害、 聴覚若しくは 平衡機能の障害、 音声 

機能、 言語機能若しくはそ し やく機能の障害、 肢体不自由、 内部障害 ( 心臓、 

じん臓、 呼吸器、 ぼうこ う 、 直腸若しくは 小腸の機能の 障害又はヒト 免疫不 

全ウイルスによる 免疫の機能の 障害をい う 。 ) 、 知的障害又は 精神障害 ( 知 

的 障害を除く。 ) のうち 3 以上の障害を 有する児童等であ ること。 

なお、 加算費の認定に 当たり、 専門的な知見が 必要と認められる 場合には 

児童相談所長の 意見を聴かなければならない。 

( 注 ) この通知でい う 「児童等」とは、 1 8 歳未満児及び 在所期間の延長による 1 

8 歳以上の者を 指し、 奉加算費の対象については 1 8 歳以上の者も 対象とする。 

4. 加算費の使途 

奉加算 費は 、 被虐待兜又は 重度重複障害児を 支援するために 加算される経費で 

あ ることから、 それぞれの加算費の 目的に従って 支出するものとする。 

5. 経費 

被虐待兜愛人加算費及び 重度重複障害児加算 費は ついては、 交付要綱に定める 

ところにより 支弁するものとする。   
    
    

      [ 交付要綱 案 ] 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

各月の支弁額の 算式   
  
  

① 被虐待兜愛人加算 費 
  
  
  

被虐待兜愛人加算月額保護単価 37,800 円 X その月初日の 別に定める       
  

基準に よ る被虐待兜 数 
  
  
  
  

② 重度重複障害児加算 費 
  
  
  

重度重複障害児愛人加算月額保護単価 32,000 円 X その月初日の 別に       
    
    
  定める基準による 重度重複障害児 数   
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( 参考 ) 被虐待兜支人加算費の 適用期間について 

( 臆り 平た ]7 年Ⅰ 月 ] 郁人所 ( 荻 Ⅰ 侍児 として 毘 められ、 1 年以上億枚して 入所 ) づ 午后 17 年 4 月 - 平廣 ]8 年 3 月まで   
l7 年 l 月 2 月 3 月 l7 年 4 月 5 月 6 月 フ 月 8 月 9 月 l0 月 ll 月 l2 月 l8 年 ] 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 フ月 

( 月 2) 平成 ]7 年 5 月 5 日入所 ( 笘 内侍 児 として 俺 められ．「 年 以上 笘 抗して入所 ) づ 平成 ]7 年 6 月 - 平虔 ]8 年 5 月まで 

l7 年 l 月 2 月 3 月 l7 年 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 l0 月 ]] 月 l2 月 l8 年Ⅰ 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 フ月 

( 佑 3) 平成 ]7 年 5 月 5 日入所 ( 被 内侍 児 として 毘 められ、 ] 年末溝の平成 1B 年 2 月 7 日に 逗所 ) づ 平成 ]7 年 6 月 - 平成 ]8 年 2 月まで 

l7 年 ] 且 2 月 3 月 @7 年 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 l0 月 ]l 月 12 月 l8 年 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 

  
( 何 4) 千度 ]7 年 4 月 5 日入所 ( 入所後，千段 ]7 年 7 月 ] 日に 棋 立待 兜 として 再 められ， ] 年 以上 億ぬ して入所 ) ～ 平皮 ]7 年 7 月 - 辛皮 18 年 6 月まで 

l7 年 l 月 2 月 3 月 ァ丁年 4 月 5 月 6 月 7 月 R 月 9 月 l0 月 ll 月 l2 月 l8 年 l 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 

( 厄 5) 平成 ]7 年 ] 月 8 日入所 ( 社内侍 児 として 俺 められ． ] 年 以 よ億 鈍して入所 )  づ 平成 ]7 年 4 月 - 平成 ]8 年 1 月 まで   
17 年 l 月 2 月 3 月 17 年 4 月 5 月 6 月 7 月 9 月 9 月 10 月 ll 月 l2 月 l8 年 l 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 

( 抗 6) 平硅 「 7 年 ] 月 8 日入所 ( 入所後， 平虔 ]7 年 7 月 ] 日に在庄 侍児 として 且 められ、 ] 年 以上桂枝して 入所 ) ） 平成 ]7 年 7 月 - 平成 ]8 年 6 月まで 

l7 年 l 月 2 月 3 月 l7 年 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 l0 月 l Ⅰ 月 ]2 月 l8 年Ⅰ 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 

( 拐 7) 下 月期 而 中に 18 珪になった者 

平成 ]7 年 5 月 5 日入所 ( 入所 時 l7%6 か月 。 枝 立待兜として 俺 められ，在所Ⅰ曲を 廷 仮 して入所 ) づ 平成 ]7 年 6 月 - 平成 18 年 5 月まで 

l7 年 l 月 2 月 3 月 l7 年 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 l0 月 ll 月 l2 月 l8 年 l 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 

(4) 障害児施設における 暫定定員の設定基準の 変更について 

今般、 「被虐待兜愛人加算」及び「重度重複障害児加算」の 創設に当たって、 暫定 

定員の設定基準を 83% から 90% 。 に引き上げることとしたことに 伴い、 暫定定員の 

算定方法を次のように 変更することとしているが、 算定に当たって、 一時保護委託児 

童 数を人数に加えるほか、 直近 3 年度の平均による 算出を可能とするなど、 一定の配 
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慮を行っているところであ る。 

なお、 今般の暫定定員の 設定基準の見直しについては、 入所施設のみを 対象として 

いるところであ り、 通所施設の暫定定員の 設定については、 従前のとおりであ る。 

障害児施設 ( 入所施設に限る ) における暫定定員の 計算方法について ( 案 ) 

[ 現行の算式 ] 

[ 前年度の各月初日の 在籍児童数 ( 私的契約児を 含む。 ) の合計数 

- 1 2 月 ( 小数点以下の 端数切り上げⅥ 

x 1. 2 0 5 以内の数値 ( 小数点以下第 1 位の数値により 四捨五入 ) 

[ 見直し後の算式 ] 

次の算式 i から算式 4 のいずれかに よ り算出することとする。 

なお、 連続して 3 年を超えて暫定定員を 設定している 施設については、 定員を改 

定するものとする。 

( 算式 1 : 前年度の在籍児童の 延べ日数 ) 

[ 前年度の在籍児童の 延べ日数 ( 私的契約月、 一時保護委託児を 含む。 ) 

-3 0 ． 4 日 -1 2 月 ( 小数点以下の 端数切り上げⅡ 

X 1. 1 1 以内の数値 ( 小数点以下 策 上位の数値により 四捨五入 ) 

( 算式 2 : 直近 3 年度の在籍児童の 延べ月数 ) 

[ 直近 3 年度の在籍児童の 延べ日数 ( 私的契約月、 一時保護委託児を 含む。 ) 

-3 年 手 3 0 ． 4 日 キ 1 2 月 ( 小数点以下の 端数切り上げ 川 

X l. 1 1 以内の数値   /J 、 数点以下第 1 位の数値により 四捨五入 ) 

( 算式 3 : 前年度の各月初日の 在籍児童数 ) 

[ 前年度の各月初日の 在籍児童数 ( 私的契約月、 一時保護委託児を 含む。 ) の合計数 

十 1 2 月 ( 小数点以下の 端数切り上げ )] 

X 1. 1 1 以内の数値 ( 小数点以下第 1 位の数値により 四捨五入 ) 

( 算式 4 : 直近 3 年度の各月初日の 在籍児童数 ) 

[ 直近 3 年度の各月初日の 在籍児童数 ( 私的契約月、 一時保護委託児を 含む。 ) の合 
計数 

モ 3 年 キ 1 2 月 ( 小数点以下の 端数切り上げⅡ 

X 1. 1 1 以内の数値 ( 小数点以下第 1 位の数値により 四捨五入 ) 
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